
医療法人財団 明理会 介護老人保健施設 イムスケアふじみの 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 運営規程 

 

 

（運営規程設置の主旨） 

第１条  医療法人財団明理会が開設する介護老人保健施設イムスケアふじみの（以下「当施

設」という。）が実施する通所リハビリテーションもしくは介護予防通所リハビリ

テーションサービス（以下「サービス」という）の適正な運営を確保するために、

人員および管理運営に関する事項を定める。 

 

 

（施設の目的） 

第２条 当施設は、要介護状態もしくは要支援状態と認定された利用者（以下「利用者」と

いう）に対し、居宅サービス計画および通所リハビリテーション計画（以下「サー

ビス計画等」という）に基づいて、その利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことに

より、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。 

 

 

（運営の方針） 

第３条 当施設では、サービス計画等に基づいて、理学療法、作業療法および言語療法その

他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用

者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅

ケアの支援に努める。 

２  当施設は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護保健

施設サービスの提供に努める。 

３ 当施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営

を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

４ 入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

５ サービスを提供するにあたっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用

し、適切かつ有効に行うよう努める。 

 

 

（施設の名称および所在地等） 

第４条 当施設の名称、所在地等は次のとおりとする。 

（１）施設名  介護老人保健施設イムスケアふじみの 

（２）開設年月日 平成１８年１０月１日 

（３）所在地  埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡５丁目６番地５８号 

（４）電話番号 ０４９-２５６-６２５０ 

（５）事業所番号 １１５３０８００３９号 

 

 

（従業者の職種、員数および職務内容） 

第５条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職、必要人員数について

は法令の定めるところによる。 

（１）管理者     １名 （介護老人保険施設と兼務） 

施設の職員の管理、業務の実施状況等の把握を一元的に行い、職員に事業に関する

法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

（２）医師   １名以上 （介護老人保険施設と兼務） 

利用者の病状および心身の状況に応じて、必要な医学的対応を行う。 
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（３）看護・介護職員  ５名以上 

医師の指示もしくは通所リハビリテーション計画等に基づく看護・介護を行う。 

（４）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 １名以上 

リハビリテーション実施計画に基づく機能訓練を行う。 

（５）その他の従業者  必要数 

当施設諸規則、医師の指示、サービス計画等に基づく必要な業務を行う。 

 

 

（営業日・営業時間・サービス提供時間・利用定員） 

第６条 当施設の営業日・営業時間・サービス提供時間・利用定員は、次のとおりとする。 

営業日 
毎週 月曜日から土曜日までの週６日とする。 

但し、原則、１２月３１日から１月３日までは休業日とする。 

営業時間 営業日の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

サービス提供時間 営業日の午前９時００分から午後５時００分までとする。 

利用定員 ４９人 

  ２ 災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、上記の利用定員を超えて利用させ

ない。 

 

 

（サービスの提供） 

第７条 当施設の医師および理学療法士、作業療法士、その他通所リハビリテーション従業

者（以下「医師等の従業者」という）が共同して、利用者ごとの通所リハビリテー

ション計画を作成し、その計画に基づき、次のサービスを提供する。 

 （１）看護・介護 

    ①当施設の看護職員および介護職員が、利用者の病状や心身の状態に応じて、医 

学的管理の下における看護・介護を提供する。 

    ②入浴は、利用者の状態に応じて、適切な方法で実施する。 

    ③排せつに係る介護は、利用者の状態に応じて、適切な方法で実施する。おむつ 

の場合は、おむつを提供し、適切に交換する。 

    ④整容（歯磨き、爪切りなど）等の日常生活上の世話を適切に行う。 

（２）機能訓練 

当施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（以下「理学療法士等」という）が

通所リハビリテーション計画に従い、機能訓練を実施する。 

（３）食事の提供 

①あらかじめ作成された献立に基づき、利用者の摂食・嚥下機能や食形態に応じた

食事（おやつ）を提供する。 

   ②食事・おやつを提供する時刻は、原則、次のとおりとする。 

昼食：12時00分／おやつ：15時00分 

（４）レクリエーション・行事 

    利用者のためのレクリエーション、行事を適宜行う。 

（５）その他 

    その他に当施設を利用する上で必要と認められるサービスを適切に提供する。 

 

 

（利用者負担の額）   

第８条 利用者負担の額を以下のとおりとする。 

（１）保険給付の自己負担額を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。 

（２）利用料として、食費、利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯

楽費、その他の費用等利用料を、別に定める利用料金表に掲載の料金により支払い
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を受ける。 

（３）食費において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）の利用者の

自己負担額については、別に定める利用料金表に記載する。 

 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、ふじみ野市､川越市､三芳町、富士見市、所沢市、狭山市

の区域とする。 

 

 

（施設の利用にあたっての留意事項） 

第10条 利用者は、当施設の定める諸規則、職員の指示に従い沿って特に注意事項は次のと

おりとする。 

（１）施設備え付けの設備・備品を利用すること(電気製品等の持ち込みは禁止)。 

（２）飲食物の持ち込みは、原則、禁止とする。 

（３）金銭・貴重品の持ち込みは、原則、禁止とする（破損・紛失・盗難等があっても     

施設側は責任を負わない）。 

（４）飲酒・喫煙は禁止とする。 

（５）利用終了を希望する場合は、終了希望日の１月前までに申し出る。 

（６）政治・宗教活動（個人的なものを除く）、営利行為、他者への暴力･暴言、性的いや

がらせ行為等は禁止とする。 

 

 

（虐待の防止） 

第11条 当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催、その結果の職員への周知 

（２）虐待の防止のための指針の整備 

（３）虐待の防止のための職員に対する研修の定期的な実施（年２回以上） 

（４）上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置 

 

 

（身体的拘束等の適正化） 

第12条 当施設は、原則、利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の

利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場

合、当施設の医師がその様態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむ

を得なかった理由を診療録に記載する。 

２ 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催（３月に１回 

以上）、その結果の職員への周知 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針の整備 

（３）身体的拘束等の適正化のための職員に対する研修の定期的な実施（年２回以上） 

 

 

（褥瘡発生の防止） 

第13条 当施設は、利用者に褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を

予防するための体制の整備として、次に掲げる措置を講じる。     

（１）褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い利用者等)に対する褥瘡予防のための計

画の作成、実践、評価 

（２）専任の褥瘡予防対策を担当する者の配置 

（３）医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームの設置 

（４）褥瘡対策のための指針の整備 

（５）介護職員等に対する褥瘡対策に関する施設内職員継続教育 

（６）必要に応じた施設外の専門家による相談、指導の積極的な活用 
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（事故発生の防止） 

第14条 当施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。 

（１）事故発生の防止のための指針の整備 

（２）事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知 

（３）事故発生の防止のための委員会の定期的な開催 

（４）事故発生の防止のための職員に対する研修の定期的な実施（年２回以上） 

（５）上記に掲げる措置を適切に実施するための安全管理対策室の設置及び安全対策担当

者の配置 

 

 

（事故発生時の対応） 

第15条 当施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ 当施設は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録する。 

３ 当施設は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合 

は損害賠償を速やかに行う。 

４ 当施設は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じる。 

 

 

（衛生管理等） 

第16条 当施設は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品および医療

機器の管理を適正に行う。 

２ 当施設は、当施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じる。 

（１）感染症又は食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期

的な開催（３月に1回以上）、その結果の職員への周知 

（２）感染症又は食中毒の予防およびまん延の防止のための指針の整備 

（３）感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための研修と訓練の定期的な実施 

（年２回以上） 

（４）上記に掲げる措置のほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応 

 

 

（非常災害対策） 

第17条 当施設は、非常災害対策として、次に掲げる措置を講じる。 

（１）消防法等に規定する消防計画、地震等の災害に対処するための計画の策定 

（２）非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の整備、職員への定期的な周知 

（３）避難、救出その他必要な訓練の定期的な実施 

 

 

（業務継続計画の策定等) 

第18条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じる。 

２ 職員に対する業務継続計画の周知、必要な研修および訓練の定期的な実施 

３ 業務継続計画の定期的な見直し、必要に応じた変更 
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（勤務体制の確保等) 

第19条 当施設は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制

を定める。 

２ 当施設は、原則、当施設の職員によってサービスを提供する。但し、利用者の処遇

に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行う。 

３ 当施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保する。なお、介護に

直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる。 

４ 当施設は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じる。 

 

 

（職員の就業規則、服務規律、健康診断） 

第20条 職員の就業に関する事項は、当施設の就業規則にて定める。 

２  職員は、事業に関する法令等の規定、就業規則等を遵守し、業務上の指示命令に従

い、自己の業務に専念する。服務にあたっては、施設内の秩序を維持し、特に次に

掲げる事項に留意する。 

（１）利用者に対しては、人格を尊重し、懇切丁寧を旨とする。 

（２) 自己研鑽および他の職員との協調･協力により、サービスの質の向上に努める。 

（３) 健康管理をしっかり行い、清潔な身だしなみ、明朗な態度で接遇する。 

３ 職員に対しては、年１回、健康診断を実施する。なお、深夜労働・夜勤等に従事す

る者には、別に年１回の健康診断を実施する。 

 

 

（個人情報の保護） 

第21条 職員が、在職中および退職後においても、正当な理由なく、業務上に知り得た利用

者・家族、職員等の個人情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じる。 

 

 

（その他） 

第22条 本規程に定めのない事項については、厚生労働省令および埼玉県条例、その他関連

法規等に基づき、適正に運営する。 

 

付則            

平成１８年１０月 １日 施行 

平成２１年 ４月 １日 改定 

平成２３年 ４月 １日 改定 

平成２４年 ４月 １日 改定 

平成２４年１０月 １日 改定 

平成２６年 ４月 １日 改定 

平成２７年 ４月 １日 改定 

平成３０年 ６月 １日 改定 

令和 元年１０月 １日 改定 

令和 ３年 ４月 １日 改定 

令和 ３年 ８月 １日 改定  （食費） 

令和 ３年１２月 １日 改定  （通常の事業の実施地域・条文順序） 

令和 ５年 ４月 １日 改定  （食費・居住費（滞在費）） 

令和 ６年 ４月 １日 改定  （食費・日用品費） 


